
国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策
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照会先

感染症対策支援課
病院支援グループ
：06-4397-3248

感染症対策支援課
病院支援グループ
：06-4397-3253

設備整備等
に関する補助

病床確保
に関する補助
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募集状況

令和５年度版

外来対応医療機関
における設備整備支援 ●外来対応医療機関の設備整備を補助

【上限額（主なもの）】
・HEPAフィルター付空気清浄機 905千円／施設
・HEPAフィルター付パーテーション 205千円／台
・個人防護具 3,600円／人
・簡易診療室及び付帯備品 知事が認めた額 など

入院医療機関における
設備整備支援 ●入院医療機関の設備整備を補助

【上限額（主なもの）】
・人工呼吸器及び付帯備品 5,000千円／台
・簡易陰圧装置 4,320千円／床
・簡易病室及び付帯備品 実費相当額 など

受付終了

受付終了

●院内感染発生医療機関の休止病床を補助
※特定機能病院等以外の医療機関に対する
補助基準額(上限額)は以下のとおり

ア ＩＣＵ 121,000円／床
イ ＨＣＵ 85,000円／床
ウ 療養病床 16,000円／床
ウ 上記以外の病床 29,000円／床

※申請期間や制度詳細等については、
左記「詳細はこちら」よりご確認いただき
必ず申請期間内にご申請ください。

院内感染において発生
した休止病床を補助

受付中

https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshoshien/nyuin5/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshoshien/gairai5/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/r5_kuusyou.html
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医師のスキルアップ支援
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高齢者施設等への往診等
を行う医療機関等に

対する支援

●高齢者施設等で療養している新型コロナ患者へ
往診等を行った医療機関等に対して
協力金を支給
往診１回につき、15,100円
訪問看護１回につき、8,280円

※施設内療養者１名あたり往診は２回が上限
訪問看護は５回が上限（1日1回限り）

感染症対策支援課
支援企画グループ
：06-4397-3243

06-4397-3289
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詳細はこちら
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感染症対策支援課
病院支援グループ
：06-4397-3253

救急・周産期・
小児医療機関におけ
る設備整備支援

●救急・周産期・小児医療機関の設備整備
を補助

【上限額（主なもの）】
・簡易陰圧装置 4,320千円／床
・HEPAフィルター付空気清浄機 905千円／施設など

受付終了
設備整備等
に関する補助

受付終了

募集状況 照会先

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/r5_oushin.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshoshien/kyukyu05/index.html

